
 

 

 

 

強い経営体育成支援事業 第３回申請受付を開始します 

～和歌山県は新たな挑戦による経営発展の取組を支援します～ 

 

和歌山県では、新たな挑戦により経営発展を目指す協業組織・農業法人及びモ

デル経営体の取組を支援する「強い経営体育成支援事業」を実施しています。 
 
令和６年11月５日より、本年度の第３回申請受付（本年度最終）を開始しますの

でお知らせします。 

 

◆支援内容：知事認定の発展計画に位置づけられた下記項目の取組 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ◆支援対象者：協業組織・農業法人及びモデル経営体 

 

  ◆申請期間：令和６年11月５日（火）～令和６年12月４日（水） 午後５時必着 

※申請においては、振興局農業水産振興課との事前協議が必要となりま

すので、まずは最寄りの振興局にご相談ください 

 

 ◆申請書類 提出先：振興局農業水産振興課 

（持参の場合の受付時間：平日の午前９時から午後５時まで） 

  

※詳細は別紙 

 

和歌山県 資料提供 

令和６年11月５日 

（連絡先） 

農林水産部農業生産局経営支援課 農地活用班 

担 当：地坂、小谷 

電 話：073-441-2890 

内 線：2891 

項 目 取 組 例 補助率

生産拡大
・園地整備、選別・貯蔵に必要な施設の整備等 1/3以内

・遊休農地を購入又は借り入れた場合の土壌改良 10万/10a

労働力確保 ・労働力確保のための施設・設備の改修等 1/3または1/4以内

加工品づくり ・加工施設の整備・機械の導入等 1/3以内

販売促進 ・販促ツール(直販サイト、ロゴ等)の作成等 1/3以内

人材育成 ・営業等人材雇用、専門家派遣等 1/2以内



強い経営体育成支援事業

和歌山県は、新たな挑戦により経営発展を目指す協業組織・
農業法人及び個人経営体の取組を支援します

支援対象者

１ 協業組織・農業法人
ア 3戸以上の農業者で組織する組織・法人
イ 規約に新たに行う協業の取組等が明記されている組織・法人
ウ 県内に本店・本拠地を置く組織・法人

2 モデル経営体
（1）個人経営体

ア 県内に住所を置く個人（世帯）経営体

イ 年間売上高が概ね2,000万円未満又は主たる従事者1人あたりの
年間農業所得が概ね400万円未満の経営体

ウ 農業経営実績が1年以上の経営体

（2）法人経営体
ア 県内に本店を置く法人経営体

イ 農業部門の年間売上高が概ね2,000万円未満の経営体又は農業に常
時従事する者1人あたりの年間給与所得が概ね400万円未満の経営体

※それぞれ、全ての要件を満たす必要があります

項 目 支 援 例 補助率

生産拡大
・園地整備、選別・貯蔵に必要な施設の整備等 1/3以内

・遊休農地を購入又は借り入れた場合の土壌改良 10万/10a

労働力確保 ・労働力確保のための施設・設備の改修等 1/3または1/4以内

加工品づくり ・加工施設の整備・機械の導入等 1/3以内

販売促進 ・販促ツール(直販サイト、ロゴ等)の作成等 1/3以内

人材育成 ・営業等人材雇用、専門家派遣等 1/2以内

支援内容

知事が認定した発展計画の取組を、ソフト・ハード面で総合的に支援

補助期間 ：３年間（発展計画１～３年目）

補助金 上限額：協業組織・農業法人 1,000～4,000万円（経営規模により変動）
補助金 上限額： ただし、労働力確保の補助金上限額は1,000万円

補助上きｎ 限額モデル経営体 1,000万円
補助金 上限額： ただし、労働力確保の補助金上限額は200万円



１ 発展計画（５カ年計画）の作成
協業組織・農業法人

新たな協業の取組により、売上高または利益の20%アップを目指す計画

モデル経営体
新たな取組により、概ね2,000万円以上の年間売上高または概ね400万円
以上の年間所得（主たる従事者等１人あたり）を確保することを目指す計画

２ 発展計画の評価・認定

評価委員会にて、計画の実現可能性や地域農業への波及効果等を評価

⇨一定以上の評価の場合、知事が計画を認定

⇨認定計画の達成に向けた取組を県が支援

支援までの流れ

海草振興局農業水産振興課 TEL 073-441-3382

那賀振興局農業水産振興課 TEL 0736-61-0025

伊都振興局農業水産振興課 TEL 0736-33-4930

有田振興局農業水産振興課 TEL 0737-64-1273

日高振興局農業水産振興課 TEL 0738-24-2926

西牟婁振興局農業水産振興課 TEL 0739-22-1443

東牟婁振興局農業水産振興課 TEL 0735-29-2011

県農林水産部経営支援課 TEL 073-441-2890

お問い合わせ・相談先

※発展計画の申請においては、振興局農業水産振興課との事前協議が必要となり

ますので、まずは最寄りの振興局にご相談ください


